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学校における医療的ケア児への支援等について

文部科学省 初等中等教育局 特別支援教育課



1. 学校における医療的ケアの現状について

2. 医療的ケア関連事業等について

本日の説明内容



１．学校における医療的ケアの現状について



学校に在籍する医療的ケア児について

 医療的ケア

人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為

 医療的ケア児

日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが必要不可欠である児童（18歳以上の高等学校等

に在籍する者を含む）

法律（医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律）上の定義

【医療的ケアとは】
一般的には、病院などの医療機関以外の場所（学校や自宅など）で日常的に継続して行われる、たんの吸引や経管栄養、気管切開部の衛生管理、

導尿、人工肛門（ストーマの管理）、インスリン注射などの医療行為のこと。病気や怪我の治療のために医療機関で行われる医療行為は含まない。

【医療的ケアのイメージ】

経管栄養（胃ろう）経管栄養（経鼻）喀痰吸引 気管切開 インスリン注射
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学校における医療的ケア

➣ 口腔内の喀痰吸引 ・鼻腔内の喀痰吸引
➣ 気管カニューレ内の喀痰吸引
➣ 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
➣ 経鼻経管栄養

特定行為（※）

※認定された教職員等（認定特定行為業務
 従事者）が一定の条件の下に実施可能

特定行為以外の、学校で行われている
医行為（看護師等が実施）

本人や家族が医行為を行う
場合、違法性が阻却される
ことがあるとされている。



施行期日：公布の日から起算して３月を経過した日（令和３年９月18日）

検討条項：法施行後３年を目途としてこの法律の実施状況等を勘案した検討

医療的ケア児の実態把握のための具体的な方策／災害時における医療的ケア児に対する支援の在り方についての検討

医療的ケア児支援センター（都道府県知事が社会福祉法人等を指定又は自ら行う）

○医療的ケア児及びその家族の相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言その他の支援を行う
○医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関等への情報の提供及び研修を行う 等

保育所の設置者、学校の設置者等による措置

○保育所における医療的ケアその他の支援
看護師等又は喀痰吸引等が可能な保育士の配置

○学校における医療的ケアその他の支援
看護師等の配置

国・地方公共団体による措置

○医療的ケア児が在籍する保育所、学校等に対する支援
○医療的ケア児及び家族の日常生活における支援
○相談体制の整備 ○情報の共有の促進 ○広報啓発
○支援を行う人材の確保 ○研究開発等の推進

支援

措置

保育所の設置者、
学校の設置者等の責務

国･地方公共団体の責務

基本理念
１ 医療的ケア児の日常生活・社会生活を社会全体で支援
２ 個々の医療的ケア児の状況に応じ、切れ目なく行われる支援

医療的ケア児が医療的ケア児でない児童等と共に教育を受けられるよう
に最大限に配慮しつつ適切に行われる教育に係る支援等

３ 医療的ケア児でなくなった後にも配慮した支援
４ 医療的ケア児と保護者の意思を最大限に尊重した施策
５ 居住地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられる施策

立法の目的

○医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加
○医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切
な支援を受けられるようにすることが重要
な課題となっている

⇒医療的ケア児の健やかな成長を図るととも
に、その家族の離職の防止に資する

⇒安心して子どもを生み、育てることができ
る社会の実現に寄与する

◎医療的ケア児とは
日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為）を受けること

が不可欠である児童（１８歳以上の高校生等を含む。）

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の全体像
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○医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（抄）

 （目的）
第一条 この法律は、医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加するとともにその実態が多様化し、

 医療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられる
 ようにすることが重要な課題となっていることに鑑み、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関し、
 基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、保育及び教育の拡充に係る施策
 その他必要な施策並びに医療的ケア児支援センターの指定等について定めることにより、医療的ケア児
 の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育てること
ができる社会の実現に寄与することを目的とする。

（学校の設置者の責務）
第七条 学校（学校教育法第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等
教育学校及び特別支援学校をいう。以下同じ。）の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校
に在籍する医療的ケア児に対し、適切な支援を行う責務を有する。

（教育を行う体制の拡充等）
第十条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児に対して教育を行う体制の拡充が図られるよう、医療的

ケア児が在籍する学校に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
２  学校の設置者は、その設置する学校に在籍する医療的ケア児が保護者の付添いがなくても適切な医療
的ケアその他の支援を受けられるようにするため、看護師等の配置その他の必要な措置を講ずるものと
する。

３ 国及び地方公共団体は、看護師等のほかに学校において医療的ケアを行う人材の確保を図るため、
介護福祉士その他の喀痰吸引等を行うことができる者を学校に配置するための環境の整備その他の必要
な措置を講ずるものとする。
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特別支援学校に在籍する医療的ケア児の数は直近調査では微増

学校に在籍する医療的ケア児の数について

※ 調査対象
    H23は岩手県、宮城県、福島県、仙台市は調査対象外

R1～ 国立・私立の特別支援学校を対象に追加

医療的ケア児 看護師 認定特定行為業務従事者等

学校に在籍する医療的ケア児の数（特別支援学校）
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※ 調査対象
H27    ：公立の小学校、中学校（中等教育学校の前期課程を含む）
H28、２９ ：公立の小学校、中学校（義務教育学校、中等教育学校の前期課程を含む）
H30      ：公立の幼稚園（幼稚園型認定こども園を含む。）、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、高等学校（通信制を除く。）、義務教育学校、中等教育学校
R1、R3   ：国公私立の幼稚園（幼稚園型認定こども園を含む。）小学校、中学校、高等学校（専攻科を除く。）、義務教育学校、中等教育学校

※ 認定特定行為業務従事者等の数
R1～   :認定特定行為業務従事者として医療的ケアを行っている教員等の数
R4～ ：認定特定行為業務従事者及び介護福祉士の数

※ R2は新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、学校の負担軽減の観点から調査を実施していない。
※ 医療的ケア看護職員の数は、令和３年度調査以前は国公私立ともに各学校が回答しているが、令和４年度以降は国私立分は各学校が回答し、公立分は教育委員会が設置する学校園の状況を回答している。

（単位：人）
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医療的ケア児 医療的ケア看護職員 認定特定行為業務従事者等

学校に在籍する医療的ケア児の数（小中学校等）
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特別支援学校に在籍する医療的ケア児の数      8,５65人 （R４ 8,３６１人）

幼稚園、小・中・高等学校に在籍する医療的ケア児の数   2,199人 （R4 2,130人）

（参考）医療的ケア児が在籍する特別支援学校 702校

（参考）医療的ケア児が在籍する幼稚園 233校
小学校 1416校
中学校 240校
高等学校 46校

学部
通学・

国立 公立 私立 計
訪問教育の別

幼稚部
通学 0 38 0 38

訪問教育 0 0 0 0

小学部
通学 9 3,354 0 3,363

訪問教育 0 977 0 977

中学部
通学 0 1,676 0 1,676

訪問教育 0 454 0 454

高等部
通学 2 1,595 0 1,597

訪問教育 0 460 0 460

計

通学 11 6,663 0 6,674

訪問教育 0 1,891 0 1,891

計 11 8,554 0 8,565

学校種
通常の学級・

国立 公立 私立 計
特別支援学級の別

幼稚園 通常の学級 1 91 174 266

小学校
通常の学級 9 676 9 694

特別支援学級 0 922 0 922

中学校
通常の学級 0 79 16 95

特別支援学級 0 168 0 168

高等学校 通常の学級 0 26 28 54

計

通常の学級 10 872 227 1,109

特別支援学級 0 1,090 0 1,090

計 10 1,962 227 2,199

令和5年度学校における医療的ケアに関する実態調査（R5.5.1現在）

医療的ケアが必要な幼児児童生徒の数
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※ 本調査における「医療的ケア看護職員」とは、看護師、保健師、助産師、准看護師を指す。
※ 医療的ケア看護職員のうち、教育委員会等に配置され、特別支援学校を含む域内の学校を巡回している者は、特別支援学校に計上。

特別支援学校における医療的ケア看護職員、介護福祉士・認定特定行為業務従事者の数 7,369人
（R4  7,１６９人）

※１ 直接雇用：就労規則によって定められる週の所定労働時間を回答。
  外部委託：委託契約書等によって定められている週の業務委託時間（委託契約書等に時
間数の定めがない場合は任意の一週間の平均業務委託時間）を回答。

※2 委託契約書等によって定められている人数を回答。

幼・小・中・高等学校における医療的ケア看護職員、介護福祉士・認定特定行為業務従事者の数 ２,３2１人
（R4  ２，０６７人）

医療的ケア看護職
員の週当たりの所
定労働時間（※１）

医療的ケア看護職員の数

直接雇用：常勤 直接雇用：非常勤 外部委託※２

19時間25分未満
0 1,135 175

19時間25分以上23時
間15分未満 0 109 2

23時間15分以上31時
間00分未満 2 1,084 68

31時間00分以上37時
間30分未満 15 161 13

37時間30分以上 344 10 8

計 361 2,499 266

医療的ケア看護職員
の週当たりの所定労
働時間（※1）

医療的ケア看護職員の数

直接雇用：常勤 直接雇用：非常勤 外部委託※２

19時間25分未満 4 579 473

19時間25分以上23時
間15分未満 1 144 30

23時間15分以上31時
間00分未満 4 421 81

31時間00分以上37時
間30分未満 11 245 33

37時間30分以上 24 49 12

計 44 1,438 629

令和5年度学校における医療的ケアに関する実態調査（R5.5.1現在）

学校において医療的ケアを実施する看護師等の数
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• 特別支援学校において実施されている医療的ケアは、延べ31,７１１件であり、行為別にみると、喀痰吸引（鼻腔内）5,123件、喀痰吸引（口腔内）

5,112件、経管栄養（胃ろう）4,967件、喀痰吸引（気管カニューレ内部）3,205件の順に多い。

令和5年度学校における医療的ケアに関する実態調査（R5.5.1現在）

学校で実施されている医療的ケアの項目
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• 幼稚園、小・中・高等学校において実施されている医療的ケアは、延べ3,3７７件であり、行為別にみると、血糖値測定・インスリン注射６３１件、導尿

571件、喀痰吸引（気管カニューレ内部）405件、経管栄養（胃ろう）320件の順に多い。

特別支援学校 幼稚園・小・中・高等学校



※ 本調査は、令和５年度始業から夏休み前までの間において、医療的ケアを行うために日常的に行っている付添いの状況を回答するものであり、「日常的」とは、ある程度の日数にわたり定
期的に行われるものを指す。例えば、毎日又は毎週決まった曜日に一定時間付き添う場合は本調査における「付添い」に含むが、新入学や転入学時のほか、夏休みなどの長期休業や長期
の入院後はじめて登校する際など、保護者等から学校に必要な情報の引継ぎを要する場合の保護者等の付添いは除く。

特別支援学校に通学する医療的ケア児（6,６７4人）のうち、
• 学校生活で保護者等が医療的ケアを行うために付添いを行っている医療的ケア児の数    ３38人   (5.1％)
• 登下校のみ保護者等が医療的ケアを行うために付添いを行っている医療的ケア児の数 3,835人 (57.5％)
• 保護者等が付添いを行っていない医療的ケア児の数 2,501人 (37.5％)

学校生活で保護者等が付添いを行っている医療的ケア児（３３8人）の付添いが必要な理由として、「医療的ケア看護職員や認定 特定行為
業務事業者はいるが、学校・教育委員会が希望しているため」１２２件（３６．1％）が最も多く、「その他」の理由としては、 「学校で医療的ケ
アを実施する手続きの途中である」「健康状態が不安定」 「保護者が、医療的ケア看護職員等の配置を希望せず、自身で医療的ケアを行う
ことを希望しているため」などがある。 ①  「医療的ケア看護職員が配置されていな

い」及び「認定特定行為業務従事者がいな

い」ため

② 医療的ケア看護職員又は認定特定行為業

務事業者はいるが、一部対応できない時

間帯・曜日等があるため

③ 医療的ケア看護職員や認定特定行為業務

事業者はいるが、保護者が希望している

ため

④ 医療的ケア看護職員や認定特定行為業務

事業者はいるが、学校・教育委員会が希望

しているため（ガイドライン等で定めてい

る場合も含む。）

⑤ その他

令和5年度学校における医療的ケアに関する実態調査

特別支援学校における保護者等の付添いの状況
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幼稚園、小・中・高等学校に通学（園）する医療的ケア児（2,199人）のうち、
• 学校生活で保護者等が医療的ケアを行うために付添いを行っている医療的ケア児の数   426人 (19.4％)
• 登下校のみ保護者等が医療的ケアを行うために付添いを行っている医療的ケア児の数 1,019人 (46.3％)
• 保護者等が付添いを行っていない医療的ケア児の数 754人 (34.3％)

令和5年度学校における医療的ケアに関する実態調査

幼稚園、小・中・高等学校における保護者等の付添いの状況

※ 本調査は、令和５年度始業から夏休み前までの間において、医療的ケアを行うために日常的に行っている付添いの状況を回答するものであり、「日常的」とは、ある程度の日数にわたり定
期的に行われるものを指す。例えば、毎日又は毎週決まった曜日に一定時間付き添う場合は本調査における「付添い」に含むが、新入学や転入学時のほか、夏休みなどの長期休業や長期
の入院後はじめて登校する際など、保護者等から学校に必要な情報の引継ぎを要する場合の保護者等の付添いは除く。

学校生活で保護者等が付添いを行っている医療的ケア児（42６人）の付添いが必要な理由として、「医療的ケア看護職員が配置されていな
い又は認定特定行為業務従事者がいないため」１９２件（45．1％）が最も多く、その他の理由としては、「医療的ケアの実施に向けた手続き
中」「保護者が、医療的ケア看護職員の配置を希望せず、自身で医療的ケアを行うことを希望しているため」などがある。

①  「医療的ケア看護職員が配置されていな

い」及び「認定特定行為業務従事者がいな

い」ため

② 医療的ケア看護職員又は認定特定行為業

務事業者はいるが、一部対応できない時

間帯・曜日等があるため

③ 医療的ケア看護職員や認定特定行為業務

事業者はいるが、保護者が希望している

ため

④ 医療的ケア看護職員や認定特定行為業務

事業者はいるが、学校・教育委員会が希望

しているため（ガイドライン等で定めてい

る場合も含む。）

⑤ その他
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108

40.9%

15

27.8%

79

29.7%

173

10.7%

33

12.5%

5

9.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

幼稚園

小学校

中学校

高等学校

保護者等が付添いを行っている医療的ケア児の数（学校種別）（単位：人）

付添いなし 学校生活のみ付添いあり
登下校時のみ付添いあり 学校生活・登下校時ともに付添いあり
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令和5年度学校における医療的ケアに関する実態調査

教育委員会における医療的ケアに関するガイドライン等の策定状況

14

• ガイドライン等を策定している教育委員会 39４/1,815(２１．７％） （R3: 13.8%）

うち、所管する学校に医療的ケア児が在籍している教育委員会 34９/64４（54.2%)  （R3: 40.3%）

• ガイドライン等を策定している都道府県教育委員会 ４４/47（93.6%）

ガイドライン等を策定していない理由としては、令和３年度同様に「各学校が個別にマニュアルを策定している」「県のガイドライ

ン等を参考にして対応している」「医療的ケア児が在籍しておらず、その見込みもない」などが挙げられる。

●ガイドライン等を策定している394教育委員会においては、ガイドライン等の策定

（最終改訂時期）は、直近2023年が最も多い。

●ガイドライン等を策定していない1,421教育委員会においては、ガイドライン等の

策定の予定は、「医療的ケア児の転入学が見込まれたとき」が最も多い。

策定済

349

未策定

295

未策定

1126

策定済 45

在籍あり

644

在籍なし

1171



）
「医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査
－小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心として－」の結果（概要

調査の背景

 近年、医療技術の進歩を背景に、たんの吸引や経管栄養等の医療的ケアが
日常的に必要な「医療的ケア児」が増加

 令和3年9月に医療的ケア児支援法が施行され、学校において保護者の付添いがな

くても適切な医療的ケア等の支援を受けられるよう、看護師等の配置の措置等に
ついて規定。施行後3年（令和6年9月）の見直し規定あり

 しかしながら、保護者が付添いを求められたため、離職・休職をせざるを得なくなったと
いった事例が発生

通知日：令和6年3月8日 通知先：文部科学省

在宅の医療的ケア児の推計値

①就学予定の医療的ケア児の把握が遅れた事例や看護師等
確保に向けた動き出しの遅れ等により医療的ケア実施者を確
保できていない事例（一方で、医療的ケア児の情報を確実に
把握し、就学に係る保護者の意向を早期に確認できるよう工夫を
行っている教育委員会あり）

②給与水準の低さ、勤務環境に対する不安、小学校勤務とい
う働き方の認知度不足等により看護師の確保が困難との教
育委員会の意見

 小学校における医療的ケアの実施について、

看護師の休暇時や校外学習時等、様々な場面で保護者の付
添いが発生している事例（一方で、付添いが生じないよう採用や
配置の工夫を行っている教育委員会あり）

 在校時の災害発生への備えについて、
①医療的ケアに必要な物品等の備蓄や人工呼吸器用の非

常用電源の確保が行われていない状況

②学校での待機長期化時の対応の取決めが行われていない状況

関係部署等と連携した医療的ケア児の
早期把握、保護者等への早期のア
プローチの促進

看護師の確保が困難である要因
を踏まえた支援方策の検討

医療的ケア実施者の配置・採用形
態の工夫等による付添いの解消の
取組の促進

必要な物品の備蓄・準備方法を
あらかじめ取り決めておくなど、
災害発生時にも医療的ケアが実施
できる環境の整備

調査結果 当省の意見

 小学校就学時における医療的ケア実施体制の確保について、

保護者の付添いの解消

災害発生時における的確な
医療的ケアの実施

個々の児童の心身の状況
等に応じた教育機会の
確保

家族の離職・休職防止

期待される効果

9,987

20,385

0

10,000

（人）

20,000

H17 H25 R4

（平成17年～令和4年）
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 総務省「医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査ー小学校における医療的ケアの実施体制の構築を
 中心としてーの結果（通知）」（令和６年３月８日付け総評評第８号総務省行政評価局長）を踏まえ、
 文部科学省においては、都道府県教育委員会等に対し、小学校等における医療的ケアの実施体制について
 留意すべき事項を示し、対応を求める通知を発出（令和６年４月19日付け文部科学省関係課連名）

総務省行政評価局による「医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査」
結果（意見の通知）に基づく対応について（概要）

１．医療的ケア児の早期把握のための連携体制の構築について
• 関係部局、幼稚園や保育所等の関係機関等と連携しながら、域内の就学前の医療的ケア児を可能な限り早期に把握するよう努める
こと。その際には、必要に応じて医療的ケア児支援センターとも連携すること。

• 就学に関する事前の相談・支援の実施に努めるとともに、就学に関する事前の教育相談等が早い時期から提供されることを、本人及び
保護者に対して事前に周知すること。

• 医療的ケア児の早期把握に基づく医療的ケア看護職員の確保等、「医療的ケア児及びその家族に関する支援に関する法律」の趣旨を
踏まえ、保護者の付添いがなくても適切な医療的ケア等を受けられるよう、医療的ケア看護職員等の配置促進に努めること。

２．医療的ケア児に対する保護者の付添いへの対応について
• 対応できる医療的ケアの対象について、例えばガイドラインの規定を見直す等、個々の医療的ケア児の状態等に応じて対応を検討で
きるような体制を整備すること。

• 保護者に付添いの協力を得ることは、真に必要と考えられる場合に限るよう努めるべきであるが、やむを得ず付添いの協力を求める場合
には、真に必要と考える理由や付添いが不要になるまでの見通しなどについて、保護者等に対して丁寧に説明すること。

• 医療的ケアの引き継ぎ期間の短縮化に向けた関係者との連携等の取組を行うとともに、医療的ケア看護職員の配置方法を工夫するこ
と等を通して、保護者の付添い負担軽減を引き続き行うこと。

３．医療的ケア児の学校在校時における発災への備えについて
• 医療器具の準備等について、保護者等と学校間で確認しておくこと。特に人工呼吸器を用いている等、非常用電源が確保できなけれ
ば直ちに重篤な事態に陥りかねない医療的ケア児が在籍している学校においては、停電時の対応を取り決めておくこと。

• 発災後、保護者等が長期間来校できない場合等、学校における待機が長期化した場合にも医療的ケアを実施できる体制をどのように
構築するかについて、保護者等と学校間で協議して取り決めておくこと。

• 取り決め等を進めるに当たっては、各自治体の防災担当部局等、災害時の対応に関わる自治体内の関係部局や、地域の医療機関
等と連携し、協力を得る必要がある場合があることに留意すること。

https://www.mext.go.jp/content/20240419-
mxt_tokubetu01-000007449.pdf

通知は文部科学省HPでも公開中

通知の内容（抜粋）
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 第213回通常国会の参議院・決算委員会（令和６年６月10日）において、決算的観点から改善が必要と
考えるものとして、政府に対し適切な措置を講じるよう求める措置要求が決議された。

参議院・決算委員会における令和４年度決算に関する決議について（概要）

４ 学校における医療的ケア児に対する支援体制の整備について

文部科学省は、各教育委員会に対し、学校における医療的ケア児への対応の在り方を示したガイドラ

イン等の策定を求めているが、同省の調査によると、令和５年４月時点でガイドライン等を策定して

いる教育委員会は全体の22％にとどまっている。また、総務省行政評価局による調査では、小学校に

おける医療的ケアの実施体制について、医療的ケア実施者を確保できていない事例や看護師の休暇時

等において保護者の付添いが発生している事例等があり、在校時における発災への備えについては、

医療器具等の備蓄や人工呼吸器用の非常用電源の確保が行われていない事例等が見受けられたことか

ら、６年３月、総務省は文部科学省に対し改善を求める通知を発出した。

政府は、医療的ケア児支援法の趣旨を踏まえ、各教育委員会によるガイドライン等策定の促進や総務

省による通知に基づく改善措置を徹底し、医療的ケア児が学校において適切な医療的ケア等の支援を

受けられるよう万全を期すべきである。

決議の内容（抜粋）

17



２.医療的ケア関連事業等について
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切れ目ない支援体制整備充実事業
背景・課題

令和７年度予算額（案） 47億円
（前年度予算額 42億円）

特別支援教育の推進を図るため、医療的ケア看護職員を配置するとともに、特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、
社会参加までの切れ目ない支援体制の整備や外部専門家の配置を行う。

医療的ケア看護職員配置事業

「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」

（R3.6成立、R3.9施行）の趣旨を踏まえ、学校における医

療的ケアの環境整備の充実を図るため、校外学習や登下校

時の送迎車両に同乗することも含め、自治体等による医療

的ケア看護職員の配置を支援

私立幼稚園への医療的ケア看護職員配置に係る経費につい

て保育所と同様にその一部を補助

補助対象者
学校において医療的ケアを実施するために雇用する看護
師等、介護福祉士、認定特定行為業務従事者

配置の考え方

 配置人数：4,900人分（←4,550人分）

 １日６時間、週５回等を想定
上記のほか登下校時の対応分も計上

※ 実際の配置に当たっては、自治体等が実態に応じて、雇用形態（時間・単価

等）を決定。訪問看護ステーション等へ委託することも可能。

特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参
加までの切れ目ない支援体制整備事業

特別な支援が必要な子供が就学前から社会参加まで切れ目な

く支援を受けられる体制の整備を行う自治体等のスタート

アップを支援 ※交付初年度から3年限り

外部専門家配置事業

専門的見地から、教員に助言等を行う、医師や理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士、手話通訳士などの専門家の配置を支援

（560人分 ← 435人分）

＜補助対象＞ 都道府県・市区町村・学校法人                                          
（幼稚園、小・中・高等学校・特別支援学校）

＜補助割合＞ 国：1/3 補助事業者：2/3

連携体制を整備 教育委員会・学校と関係機関の連携体制を整備

個別の教育支援計
画等の活用

就学・進級・進学・就労に、個別の教育支援計画等が有
効に活用される仕組づくり

連携支援コーディ
ネーターの配置

教育委員会・学校と関係機関の連携を促進（早期支援、
発達障害支援、学校・病院連携、合理的配慮、就労支
援）

普及啓発 市民や他の自治体への普及啓発

災害への備え
停電時にも人工呼吸器等を利用することができるよう、
非常用蓄電池等の備品を整備

令和７年度予算額（案） 4,562百万円(前年度予算額4,037百万円)

医療的ケア児支援のための人材確保に向け、大学等において、

 看護学部生を対象とした医療的ケア児支援のための実習等の試行的実施

 指導的立場等の看護師養成のためのリスキリング教育プログラムの構築

【関連施策】

ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業

担当：初等中等教育局特別支援教育課
0.1億円（3年間（令和6年度～8年度）：1箇所×1,000万円）

テーマ：医療的ケア児支援における指導的立場の看護師養成

（国:1/2 補助事業者:1/2）
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学校における医療的ケア実施体制整備事業

 「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」において、医療的ケア児に対して
教育を行う体制の拡充や保護者の付添いがなくても支援を受けられるようにするための取
組等が求められている。
 各教育委員会等における災害時を含むガイドライン策定促進や保護者の負担軽減に向け、
（１）災害時を含む医療的ケアに関するガイドライン策定に向けた調査研究
（２）医療的ケア児への保護者の負担軽減に関する調査研究
を実施し、取組を推進する。

現状・課題

令和７年度予算額（案） 0.3億円
（前年度予算額 0.3億円）

（ ２ ）医療的ケア児への保護者の負担軽減に関する調査研究（継続）
 各自治体において保護者の付添いの状況等を分析し、保護者の負担軽減に関する調査研究を実施して、全国へ普及を図る。

(教育委員会 ５箇所×約２百万円）

（ １ ）災害時を含む医療的ケアに関するガイドライン策定に向けた調査研究（新規）

事業内容

①付添いの実態把握・取
組の方向性の検討

実態把握を行うとともに、
医療・保健・福祉などの関
係者や保護者などで構成
される協議体等で、見直
しの方向性を検討。

②見直しに向けた取組の実施・
検証

各学校において付添いの見直
しに対する取組を実施し、実施
体制の整理や課題を踏まえた
見直しを行う

③成果の周知

効果的な取組について、
事例を提供・全国への周
知

＜取組例＞
Ⅰ保護者の負担軽減に向けた地域の連携体制の構築
※医療的ケア児支援センターとの連携を含む、早期からの情報取得・引き継ぎによる体制整備/医療・福祉との連携による
 学校における医療的ケア実施体制構築の迅速化 等

Ⅱ付添いに係るマニュアル等の見直し
※付添いがなくても安全・安心に医療的ケアを実施するための考え方の整理、各学校で共通して取り組む事項の整理 等

Ⅲ安全・安心な医療的ケアの実施に向けた研修実施体制の構築・見直し
※医療的ケア児支援センターや大学等の外部機関と連携した研修実施/着任前・着任早期の研修受講の促進 等

担当：初等中等教育局特別支援教育課

幼稚園、小・中・高等学校
• 医療的ケア児の数 R５ 2,199人
• 看護師・認定特定行為業務従事者の数 R５ 2,321人

特別支援学校
• 医療的ケア児の数 R５ 8,565人
• 看護師・認定特定行為業務従事者の数 R５ 7,369人 

医療的ケア児 看護師 認定特定行為業務従事者

（出典）学校における医療的ケアに関する実態調査（令和5年度）

 医療的ケア児が安全・安心に医療的ケアを受けられるよう、各自治体におけるガイドラ
インの策定を促進するため、災害時対応を含む盛り込むべき事項など、参考となるひな
形等を提示するための調査研究を実施する。
※ガイドラインを策定している教育委員会 21.7％（394/1,815）

(民間団体等 1箇所×約18百万円）

①実態把握

医療的ケア児の在籍する学校
の危機管理マニュアルや、各教
育委員会の医療的ケアに関す
るガイドラインについて実態を
調査

②手引きやひな形の作成

災害時の対応を示す手引きや、
ガイドラインのひな形で記載す
べき内容の検討・整理

③周知・対応の促進

成果物を周知し、各
自治体における対
応を促進



各自治体における医療的ケア児の通学支援の取組について（一例）

（参考）各自治体における医療的ケア児の通学支援において活用されている文部科学省事業について

特別支援教育学奨励費負担等（通学費）
特別支援学校等へ就学する幼児児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、保護者
等の経済状況に応じ、その就学に要する経費の支援を行っており、医療的ケア児へのタクシー
送迎費（通学費）等の交通費については、実費相当を家庭の経済状況に応じて国及び地
方公共団体が支援している。

令和６年度要求・要望額 14,664百万円の内数(前年度予算額13,516百万円)

○医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和３年９月施行）（抄）
第10条（略）２ 学校の設置者は、その設置する学校に在籍する医療的ケア児が保護
者の付添いがなくても適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、看護
師等の配置その他の必要な措置を講ずるものとする。

○学校における医療的ケアの今後の対応について（平成31年）（別添）
９．校外における医療的ケア （２）スクールバスなど専用通学車両による登下校
① スクールバスなど専用通学車両への乗車については、医療的ケア児の乗車可能性
をできる限り追求し、個別に判断すること。（略）

 「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」の趣旨を踏まえ、登下校においても付添いなく通学し、教育保障
につなげる取組が各自治体において進められている。

 医療的ケア看護職員配置事業
「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」の趣旨を踏まえて、校外
学習や登下校時の送迎車両に同乗することも含め、自治体等による医療的ケア
看護職員の配置のための経費を補助。

令和６年度要求・要望額 4,726百万円(前年度予算額3,318百万円)

令和３年度に医療・福祉の代表者の参画の下「通学支援検討会
議」を実施した上で、令和４年度から通学支援を試行的に実施。

 スクールバスに乗車可能な医療的ケア児と、福祉車両による個別対
応を行う医療的ケア児を整理し、スクールバス・福祉車両それぞれへ
看護師等が同乗する形で通学支援を実施。

神奈川県教育委員会における取組

 令和４年12月末時点において、看護師等が同乗
したスクールバスで登校している児童生徒等は、
10校で17 名、福祉車両で登校している児童生
徒等は、10 校で26 名。

令和５年度から、スクールバスに乗車できない医療的ケア児２名
に対して福祉タクシー等に看護師等が同乗し通学支援を月２回実
施するモデル事業を実施。

県立学校における医療的ケア運営協議会における意見聴取を実
施しながら本格実施に向けた制度設計を検討。

高知県教育委員会における取組

 モデル事業の実施と並行して、県内における通学支
援のために活用できる資源（介護タクシー事業所・
訪問看護ステーション等）を確認・検証。
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令和６年度 学校における医療的ケア実施体制の拡充事業
医療的ケア看護職員の人材確保・配置方法に関する調査研究（概要）
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御氏名 役 職

池田 彩乃 山形大学地域教育文化学部 准教授

井本 寛子 公益社団法人日本看護協会 常任理事

島添 聡 東京都立光明学園 統括校長

下山 直人 筑波大学 非常勤講師

髙山 和浩 長野市教育委員会事務局学校教育課 指導主事

原口 道子
公益財団法人 東京都医学総合研究所 社会健康医学研究センター
難病ケア看護ユニット 主席研究員

古川 恵子 北九州市教育委員会学校教育部特別支援教育課 医療的ケア児支援担当係長

山本 紀子 三重県教育委員会特別支援教育課 指導主事

渡辺 弘司 公益社団法人日本医師会 常任理事

（五十音順、敬称略）

【検討項目】
• 自治体等が医療的ケア看護職員の人材確保・配置に向けた検討を行うにあたり参考となる事例
について

• 自治体等で行われている人材確保・配置の取組みの特徴・工夫点、他自治体等への展開の可能性
について

• 各事例に共通する点、各取組から言える効果的・効率的かつ安全・安心な人材確保・配置の在り
方、方向性について



学校における医療的ケアの実施に関する研修について

学校の看護師としてはじめて
働く人向けの研修プログラム

学校において初めて従事する
初任者の看護師向けの研修を
行う際に参考となる資料。

教育委員会等による研修会の企
画研修に関する調査研究

教育委員会において研修を
立案する際の課題等を整理。

指導的な役割を担う看護師の研
修の参考となる資料

指導的な立場を担う看護師につ
いて、役割と期待される能力を
整理するとともに、研修の参考
となる資料。

学校における医療的ケア実施対応
マニュアル（看護師用）

看護師等が学校で勤務するに当
たって参考となる資料。

学校における教職員によるたんの吸引等
（特定の者対象）研修テキスト（例）

学校において教職員が喀痰吸引等を行
う際に必要となる基本研修を行う際に
参考となる資料。

NITSオンライン講座
「学校における医療的ケアについて」

小・中学校等の教職員を主な対象とし、医
療的ケアの実施に関する基本的な考え方
等を解説。

小学校等における医療的ケア実施支援資料
～医療的ケア児を安心・安全に受け入れるために～

小学校等における医療的ケアに関する基本的な
考え方を改めて整理。医療的ケアの内容の把握
及び、小学校等や教育委員会等における具体的
な医療的ケアに関する体制の整備等の参考とな
る資料。
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地域で医療的ケア児を支援す
る学校の看護師と訪問看護師
の看看連携モデルパンフレット

学校生活と訪問
看護との関わり
の一例等を示し
た資料。

医療的ケア看護職員への研修

教員等への研修

初任者、現任者、指導的な立場の３つの段階に分けて研修資料を作成・公表。
各研修資料では、病院とは異なる学校という場で医療的ケアを実施する際の
ポイント（学校における看護の役割、教員との連携等）も解説。



学校における医療的ケアの実施体制の充実に向けた取組
医学の進歩を背景として、特別支援学校のみならず、地域の小・中学校においても医療的ケア児が増加傾向にあること、「医療的ケア児及

びその家族に対する支援に関する法律」の成立・施行されたことなど踏まえ、文部科学省では、学校における医療的ケアの実施体制の充

実を図る際の参考となる資料を掲載しています。

基本的な考え方

医療的ケア児の受入れ体制に関する調査研究

医療的ケア看護職員等への研修

学校の看護師としては
じめて働く人向けの研
修プログラム

 学校において初めて従
事する初任者の看護師
向けの研修を行う際に
参考となる資料。

教育委員会等による
研修会の企画研修に
関する調査研究

 教育委員会において
研修を立案する際の
課題等を整理。

学校における医療的ケ
ア実施対応マニュアル
（看護師用）

 看護師等が初めて学校
で勤務するに当たって
参考となる資料。

学校における教職員によ
るたんの吸引等（特定の
者対象）研修テキスト（例）

 学校において教職員が喀
痰吸引等を行う際に必要
となる基本研修を行う際
に参考となる資料。

地域で医療的ケア児を支
援する学校の看護師と訪
問看護師の看看連携モデ
ルパンフレット

 学校の看護師と訪問看護師
が連携を図るため、学校生
活と訪問看護との関わりの
一例等を示した資料。

指導的な役割を担う看
護師の研修の参考とな
る資料

 指導的な立場を担う看
護師について、役割と期
待される能力を整理す
るとともに、研修の参考
となる資料。

学校における医療的ケアの今後の対応について
(H31.3.20 初等中等教育局長通知)

 「学校における医療的ケアの実施に
関する検討会議最終まとめ（平成
31年2月28日）」を受け、全ての学
校における医療的ケアの基本的な
考え方や医療的ケアを実施する際
に留意すべき点等について整理。

文部科学省HP

小学校等における医療的ケア実施支援資料
～医療的ケア児を安心・安全に受け入れるために～

 小学校等における医療的ケアに関
する基本的な考え方を改めて整理。
医療的ケアの内容の把握及び、小
学校等や教育委員会等における具
体的な医療的ケアに関する体制の
整備等の参考となる資料。

文部科学省HP

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律
(R3.6.18公布、R3.9.18施行)

 医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加してお
り、医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な
支援を受けられるようにすることが重要な課題と
なっていることから、医療的ケア児の健やかな成
長を図るとともに、その家族の離職の防止に資し、
安心して子どもを生み、育てることができる社会
の実現に寄与することを目的としたもの。

文部科学省HP

文部科学省HP 文部科学省HP 文部科学省HP
文部科学省HP

※ 「文部科学省HP」をクリックすると
文部科学省HPの該当ページに移動します。

文部科学省HP

学校における医療的ケアの実施体制
に関する取組事例集

 学校における医療
的ケアに関する体制
整備に取り組んでい
る自治体の事例を
紹介。 文部科学省HP

学校における医療的ケア
実施体制構築事業

 H29～R2：酸素吸入や
人工呼吸器の管理等の
特定行為以外の医療的
ケアにも対応する受入れ
体制の在り方について 文部科学省HP

文部科学省HP

学校における医療的ケア
実施体制充実事業

 R3～：地域の小・中学
校等で医療的ケア児を
受入れ、支える体制の
在り方について

文部科学省HP※１年目の取組概要を公表

学校における医療的ケア
に関する研修参考マニュア
ル

 医療的ケアに関する研修
を初めて企画・実施する
教育委員会担当者向けの、
研修の基本的なプロセス
を解説した資料。

文部科学省HP

医療的ケア看護職員等の相談・研修の在り
方に関する事例

 医療的ケアに関するICTを
活用した相談・支援や医療
機関等と連携した研修に取
り組んでいる自治体の事例
を紹介。 文部科学省HP
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https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/006/h30/1420893_00018.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/006/h30/1420893_00018.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/006/h30/1420893_00004.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/006/h30/1420893_00004.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/006/r01/1420893_00019.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/006/r01/1420893_00019.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/006/r04/1420893_00001.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/006/r04/1420893_00001.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/006/r04/1420893_00001.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/006/r04/1420893_00001.htm
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看護の魅力を伝えるパンフレット

 学校で働く看護師（広報用チラシ）：https://www.mext.go.jp/content/20230508-mxt_tokubetu01-000027654_3.pdf
 各自治体等においても、ご自由にご活用ください！ 

https://www.mext.go.jp/content/20230508-mxt_tokubetu01-000027654_3.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20230508-mxt_tokubetu01-000027654_3.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20230508-mxt_tokubetu01-000027654_3.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20230508-mxt_tokubetu01-000027654_3.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20230508-mxt_tokubetu01-000027654_3.pdf
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• 医療的ケア看護職員の人材確保や定着には研修等の実施によるサポートが有効であり、これまでも各種研修資料・マニュアル等
の開発が行われてきたところであるが、自治体等での活用にあたり、医療的ケアの手技については動画形式が望ましいとの要望も
ある。

• そこで、本事業では、令和元年度に作成された「学校における医療的ケア実施対応マニュアル（看護師用）」に基づいて医療的
ケアの手技解説動画を作成し、学校現場で医療的ケアを実施する看護職員を対象とした研修や、潜在看護師を対象とした研
修等での活用、及び医療的ケア看護職員の資質向上を目指す。

学校における医療的ケアの手技に関する研修動画コンテンツ作成事業（令和６年度）

■事業の背景・目的

 有識者8名により計2回程度開催
 動画の企画・構成、撮影の環境や使用する医療機
器・物品、編集に関する検討を実施

 原則オンライン会議を想定

検討委員会

 「学校における医療的ケア実施対応マニュアル（看
護師用）」 の内容を中心に、主要な医療的ケアの手
技を説明するスライドと手技の実演からなる10分程
度の動画を10本程度作成

研修動画の作成

 動画の内容等を全国の教育委員会や学校に向けて周
知するための資料を、PPT形式１～５枚程度で作成

普及啓発資料の作成

想定される動画テーマ例

コンテンツ概要
①喀痰吸引（鼻腔・口腔）
②喀痰吸引（気管カニューレまたは切開部）
③人工呼吸器による呼吸管理（酸素療法を含む）
④気管切開部の管理
⑤経管栄養
⑥導尿
⑦血糖値測定・インスリン注射
⑧ヒヤリハット、緊急時の対応
⑨災害対応（非常用電源の活用）

 内容のボリュームによっては1テーマを2本に分けて作成する
ことも想定

 学習者がスマートフォン等でも視聴しやすい工夫を行う

■実施内容
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